
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
二
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設

基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
元
年
八
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に

お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
二
十
二

（
略
）

一
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

Ｃ
Ｙ
Ｐ
２
Ｄ
６
遺
伝
子
多
型
検
査

二
十
三

Ｃ
Ｙ
Ｐ
２
Ｄ
６
遺
伝
子
多
型
検
査

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

施
設
基
準

ロ

施
設
基
準

⑴

保
険
医
療
機
関
が
自
ら
そ
の
全
部
を
実
施
す
る
場
合
の
当
該
保
険

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

医
療
機
関
の
施
設
基
準

①

専
ら
小
児
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に
つ
い
て
一
年
以
上
の

①

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

経
験
を
有
す
る
こ
と
。

専
ら
小
児
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に
つ
い
て
一
年
以
上

②

小
児
科
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

(ｲ)
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

③

ゴ
ー
シ
ェ
病
の
診
療
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

小
児
科
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

(ﾛ)

ゴ
ー
シ
ェ
病
の
診
療
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

①

小
児
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

(ﾊ)

②

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

②

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
ゴ
ー
シ
ェ
病
の
診
療
経
験
を
有
す
る

小
児
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

医
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

(ｲ)

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
ゴ
ー
シ
ェ
病
の
診
療
経
験
を
有
す

③

薬
剤
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(ﾛ)
る
医
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④

臨
床
検
査
技
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

薬
剤
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤

病
床
を
二
百
床
以
上
有
し
て
い
る
こ
と
。

(ﾊ)

臨
床
検
査
技
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑥

当
該
療
養
を
実
施
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う

(ﾆ)

病
床
を
二
百
床
以
上
有
し
て
い
る
こ
と
。

看
護
職
員
の
数
が
、
常
時
、
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数

(ﾎ)

当
該
療
養
を
実
施
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行

を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お

(ﾍ)
う
看
護
職
員
の
数
が
、
常
時
、
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の

い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病

数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病
棟
に
お
け
る

棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に

夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病

二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
、
本
文
の
規
定
に

⑦

当
直
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑧

二
十
四
時
間
院
内
検
査
を
実
施
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る



当
直
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

こ
と
。

(ﾄ)

二
十
四
時
間
院
内
検
査
を
実
施
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い

⑨

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(ﾁ)
る
こ
と
。

⑩

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
場
合
に
事
前
に
開

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

催
す
る
こ
と
。

(ﾘ)

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
場
合
に
事
前
に

⑪

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(ﾇ)
開
催
す
る
こ
と
。

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(ﾙ)

⑵

保
険
医
療
機
関
が
他
の
保
険
医
療
機
関
に
対
し
て
検
体
の
採
取
以

外
の
業
務
を
委
託
し
て
実
施
す
る
場
合
の
当
該
保
険
医
療
機
関
の
施

設
基
準

①

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

専
ら
小
児
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に
つ
い
て
一
年
以
上

(ｲ)
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

小
児
科
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)

ゴ
ー
シ
ェ
病
の
診
療
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

②

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

小
児
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

(ｲ)

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
ゴ
ー
シ
ェ
病
の
診
療
経
験
を
有
す

(ﾛ)
る
医
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

薬
剤
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(ﾊ)

病
床
を
二
百
床
以
上
有
し
て
い
る
こ
と
。

(ﾆ)

当
該
療
養
を
実
施
す
る
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行

(ﾎ)
う
看
護
職
員
の
数
が
、
常
時
、
入
院
患
者
の
数
が
十
又
は
そ
の

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病

棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
本
文
に

規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
病

棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
の
数
が
、
本
文
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
場
合
に
事
前
に

(ﾍ)
開
催
す
る
こ
と
。

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(ﾄ)



⑶

⑵
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
か
ら
検
体
の
採
取
以
外
の
業
務
を

受
託
す
る
保
険
医
療
機
関
の
施
設
基
準

⑴
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
を
地
方
厚
生
局
長

等
に
届
け
出
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

先
進
医
療

先
進
医
療

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

削
除

十
二

冠
動
脈
又
は
末

梢

動
脈
に
対
す
る
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
に
お
け
る
リ

し
よ
う

ー
ナ
ル
ガ
ー
ド
を
用
い
た
造
影
剤
腎
症
の
発
症
抑
制
療
法

腎
機
能
障
害

を
有
す
る
冠
動
脈
疾
患
（
左
室
駆
出
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

を
除
く
。
）
又
は
末

梢

動
脈
疾
患

し
よ
う

十
三
～
十
五

（
略
）

十
三
～
十
五

（
略
）

十
六

削
除

十
六

ア
ル
テ
プ
ラ
ー
ゼ
静
脈
内
投
与
に
よ
る
血
栓
溶
解
療
法

急
性
脳
梗

塞
（
当
該
疾
病
の
症
状
の
発
症
時
刻
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）

十
七
～
七
十
一

（
略
）

十
七
～
七
十
一

（
略
）

七
十
二

不
可
逆
電
気
穿
孔
法

肝
細
胞
が
ん
（
肝
内
に
お
け
る
長
径
三
セ

（
新
設
）

せ
ん

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
腫
瘍
が
三
個
以
下
又
は
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
腫
瘍
が
一
個
で
あ
っ
て
、
肝
切
除
術
又
は
ラ
ジ
オ
波
焼

灼

療
法

し
や
く

に
よ
る
治
療
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
Ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
―
Ｐ
ｕ
ｇ
ｈ
分
類
に
よ

る
点
数
が
九
点
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）


